
検討の前提・視点・内容

〇 レベル４の自動運転（従来の「運転者」の存在を前提としない）に関するルールや担保の仕組みにつ

いて検討する

〇 システムによる自動的な対応が期待できない場合（交通事故の場合の措置等）の対応方策等について

検討する

検討の内容

〇 システムによる操作や人間による関与等の組合せにより、従来と同等以上の安全性を確保する

〇 国際的な議論や技術開発の進展等にも留意して検討する

検討の視点

〇 自動運転システムは、下記を満たすものである

・ ＯＤＤ内では、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作の能力の全部を代替する

・ ＯＤＤ外となる場合やシステムが正常に作動しないおそれがある場合等にも、適法かつ安全な対応をとる

○ ＯＤＤ外については、従来の「運転者」が存在する場合のルールで対応する

〇 自動運転車と非自動運転車が混在することを想定する

検討の前提

検討資料
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検討の内容

現在の枠組み（運転者の存在が前提）

運転免許等
自動車等を安全に運転するために必要な技能や知識を習得している者について運転を許可

（一定の違反等がある場合には、免許の取消し等）

責任主体となる者の適格性の確保方策について検討が必要
（一定の運行主体・関与者について自動運行を許可する、一定の場合に許可を取り消すなど）

運転操作に係る対応－交通ルールに従って走行

レベル４（運転者の存在を前提としない）

運転操作以外の対応－交通事故の場合の措置等に対応

システムによる自動的な対応が期待できないもの

現行のルールと同じ

水準までの対応を求

めることは不要のも

の？

システムが自動的に対応する必要

システムによる自動的な対応をどのように担保するか

対応できなかった（違反があった）場合の責任主体に

ついて検討が必要

（交通ルールの違反が起きた場合には、使用者（法人

を含む）が責任を負うのではないか）

当該仕組みをどのように担保するか

当該仕組みが機能しなかった場合の責

任主体について検討が必要

・関与者が対応？

・代替的な手段で対応？

ルールの目的を実質的に果たせる

仕組みの在り方について検討が必要

作動条件に合致するか否かにつ

いてもシステムが判断する必要

自動運行中

運転中

運転前後

自動運行前後
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